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７行目

「矩形植え」が有効です。
「矩形
くけい

植え」が有効です。　　　(ルビを入
い

れた）

10
下から
４行目

鉢の周囲に隙いように手で押さえて、 鉢の周囲に隙間がないように手で押さえて、

36 １行目
 １- ５　マダニを媒介とした「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
について

 １- ５　マダニを媒介とした「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」
について

39～41 全頁

1-6　熱中症予防対策

全文修正、イラスト、統計データの更新

1-6　熱中症予防対策

全文修正、イラスト、統計データの更新

47
上から
１６行目

重量が４kg を超える 重量が1.4kg を超える

108
下から
６行目

作業能率の向上の面ともに、 作業能率の向上の面とともに、
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158 －

手順２
日振動ばく露量の求め方は、計算テーブル（P160を参照のこ
と。）、計算式、対数表、ノモグラムによる算定があります。

手順２
日振動ばく露量の求め方は、計算テーブル（P159を参照のこ
と。）、計算式、対数表、ノモグラムによる算定があります。

171
上から
９行目

１　作業計画で定めた条件因子
保育間伐作業で使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速
度実効値」は6.8m/S2、１日の振動ばく露時間は３時間とします。

１　作業計画で定めた条件因子
保育間伐作業で使用するチェーンソーの「周波数補正振動加速度
実効値の３軸合成値」は6.8m/S2、１日の振動ばく露時間は２時間
とします。

171 イラスト
日振動ばく露量Ａ（８）の計算テーブル
表中の数値　３．７

日振動ばく露量Ａ（８）の計算テーブル
表中の数値　３．４

172
上から
４行目

（４）　手順４　具体的な低減措置の検討・実施
　　　日振動ばく露量Ａ（８）が、日振動ばく露限界値である5.0
（m/s2）を　～　に努めること。

（４）　手順４　具体的な低減措置の検討・実施
　　　日振動ばく露量Ａ（８）が、日振動ばく露対策値である2.5
（m/s2）を　～　に努めること。

172
上から
12行目

（５） 手順５　振動ばく露限界時間に基づく低減措置の検討・実施
など
　　　日振動ばく露限界値 5.0
　　　　　～　を次式により算出します。

（５） 手順５　振動ばく露限界時間に基づく低減措置の検討・実施
など
　　　日振動ばく露限界値 5.0

　
　　　　～　を次式（                                          )
       により算出します。

172
上から
13行目

これが２時間を超える場合には、当面１日の振動ばく露時間を２時
間以下とします（a ＝ 7.4（m/s3））。

（これが２時間を超える場合には、当面１日の振動ばく露時間を２
時間以下とします（a ＝6.8（m/s3））。
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172
上から
17行目

（６）　手順５ （６）　手順６

175
上から
２行目

１	作業計画で定めた条件因子
下刈り作業で使用する刈払機の「周波数補正振動加速度実効値」
は 7.4m/S、１日の振動ばく露時間は２時間とします。

１	作業計画で定めた条件因子
下刈り作業で使用する刈払機の「周波数補正振動加速度実効値
の３軸合成値」は 7.4m/s2、１日の振動ばく露時間は２時間としま
す。

176
上から
４行目

（４） 手順４　具体的な低減措置の検討・実施
　　　日振動ばく露量Ａ（８）が、日振動ばく露限界値である 5.0
（m/s2）以下であるが、　～　と判断される。

（４） 手順４　具体的な低減措置の検討・実施
　　　日振動ばく露量Ａ（８）が、日振動ばく露対策値である 2.5
（m/s2）以下であるが、　～　と判断される。
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186
上から
16行目

第４条　労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほ
か、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する
措置に協力するように努めなければならない。

第４条　労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所にお
いて仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必
要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災
害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

186
下から
11－10行目

第26条　労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第１
項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなけれ
ばならない。

第26条　労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に
従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が第20条から第25
条まで及び前条第１項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要
な事項を守らなければならない。

186
下から
９－８行目

第27条　第20条から第25条まで及び第25条の２第１項の規定によ
り事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らな
ければならない事項は、厚生労働省令で定める。

第27条　第20条から第25条まで及び第25条の２第１項の規定によ
り事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者及び労働
者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の
作業従事者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定
める。

200
　～203

２００頁
上から２行目
～
２０３頁
中段表まで

（200頁）
　　ハ　運動機能検査
６　休憩施設の整備について
　　寒冷期間にはチェンソーを使用する　～
　　　　　　　　｜
（２０３頁）
第８　修理および整備
　　修理及び整備にあたっては、　～　場所で行うこと。
（注）　なお、本要領は、　～　に基づき作成したものである。
　　　　　　　　　　　　　　　≪表≫

（200頁）
　　ハ　運動機能検査
６　（以下略）

　　　　　＝削除＝
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令和８年４月　第3版　第２刷　追加
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